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第１ 請求 
   本件請求に係る請求人、請求があった日及び内容は、以下のとおりである。 
 １ 請求人 
   住所  荒川区 
   氏名  Ｇ 氏 
  
 ２ 請求があった日 
   令和２年１０月１２日 
 
 ３ 請求の内容 
   請求人提出の住民監査請求書による主張事実の要旨及び措置要求は、お

おむね次のとおりである。 
   

（１） 主張事実の要旨 
   ア  荒川区共産党は、以下のとおり資料購入費を計上している。 

① 令和元年６月～令和２年５月 区画整理・再開発対策 全国連絡会

議の会費１年分８，４００円の内 令和２年４月５日分（住民監査

請求書では令和２年４月５日分とあるが、令和２年４月分・５月分

と解される）１，４００円を違法不当とする。 

② 平成３１年１月～令和元年１２月 荒川民主商工会新聞代１年分

６，０００円の内 平成３１年１月～３月分１，５００円を違法不

当とする。 

③ 平成３１年１月～令和元年１２月 新婦人荒川支部新聞代１年分

４，８００円の内 平成３１年１月～３月分１，２００円を違法不

当とする。 

④ 令和２年４月～令和２年１０月 全国保育団体連絡会４，９００円

のすべてを違法不当とする。 

⑤ 令和２年１月～令和２年１２月 (有)時潮社「ゆたかなくらし」購

読料１年分１１，３２０円の内 令和２年４月～１２月分８，４９

０円を違法不当とする。 

⑥ 令和元年１２月～令和２年１１月 一般社団東京自治問題研究所

１年分１５，０００円の内 令和２年４月～１２月分１１，２５０

円を違法不当とする。 

⑦ 令和２年１月～１２月 新日本婦人の会新聞代１年分４，８００円

の内 令和２年４月～１２月分３，６００円を違法不当とする。 

⑧ 令和２年３月～令和３年２月 日本教育新聞社１年分３３，０００
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円の内 令和２年４月～令和３年２月分３０，２５０円を違法不当

とする。 

イ  荒川区の共産党は、ただ支払いをもって公金請求をしている。しか

し、政務調査費の該当期間は、平成３１年４月～令和２年３月の１年

以内である、 
資料購入の支出で新聞購入代６大紙において、支払いと実際の提供

は、ほとんど同じである。しかし、上記の８つの支払いは、極めて正

当な政務調査費の該当期間から逸脱しているので違法不当と主張する。 

 

（１） 措置要求 
    日本共産党荒川区議会議員団が政務活動費資料購入費令和元年度

分として支出している経費の内、平成３１年４月～令和２年３月分以

外の経費総額６２，５９０円全額を区に返還することを区長は日本共

産党荒川区議会議員団に求めるよう、監査委員は区長に勧告すること。 
 

第２ 請求の受理 
   本件請求は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

法第２４２条所定の要件を具備しているものと認め、令和２年１１月２日

付けでこれを受理した。 
 
第３ 監査の実施 
 １ 監査対象事項 
   請求人が主張事実のとおり示した日本共産党荒川区議会議員団が政務活

動費資料購入費令和元年度分として支出している事項のうち、平成３１年

４月分から令和２年３月分以外の資料購入費総額６２，５９０円に対する

政務活動費の支出の違法・不当の有無を対象とした。 
 
 ２ 監査対象部局 
   区議会事務局及び総務企画課を監査対象とした。 
 
 ３ 請求人の陳述及び証拠の提出 
   請求人に対して、法第２４２条第７項の規定に基づき、令和２年１１月                                                                                                                             

１２日、陳述の機会を設けた。 
   なお、請求人から本請求に直接関係した新たな証拠の提出はなかったが、

請求人が携わる係争中の資料が参考として提出された。 
   陳述の際、請求人が本件請求の要旨を補足した内容は、おおむね次のとり
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である。 
（１） 共産党の資料購入で３月に１年分を先払いしている分もあり、現金

主義と発生主義の関係や単年度会計の原則など行政の会計基準が、自

分にはよくわからないが、企業会計を取り入れる考えはないのか。バラ

ンスシートのない公会計や減価償却を取り入れない会計はおかしいし、

単年度でやっているなら年度またぎはおかしい。行政と一般ではずれ

があるのではないかと疑問を感じている。 
 

（２） 荒川区は政務活動費の支出をやめましょう。その経費を子どもたち

のために使いましょう。 
 

 ４ 関係職員等の調査 
   法第１９９条第８項の規定により、令和２年１１月１２日区議会事務局

長及び総務企画課長補佐に対し、事情聴取を行った。区議会事務局長及び総

務企画課長補佐の発言の主な内容は、おおむね次のとおりである。 
（１） 本件は、資料購入費の中身についての疑義ではなく、支払年月日につ

いての疑義と理解している。 
 

（２） 発生主義と現金主義だが、経済的事実で債務が発生した日で区分し

計上するのが発生主義で、現実に支払を行った日で区分し計上するの

が現金主義である。 
 

（３） 区の場合、「各会計年度（４月１日～３月３１日）における歳出は、

その年度の歳入をもって、これを充てなければならない」という一定の

期間を介して、収入と支出の均衡を図り、金銭の受払の関係を明確にす

るために設けられている会計年度独立の原則に拘束される面があるが、

区議会の場合、この原則をストレートに適用しなくてもいいのではな

いかと考えている。 
 

（４） これまでの判例の中では、法令の規定振りと議会の会派が任意団体

であること等を理由として、会計年度独立の原則の適用ないし類推適

用はないとしている。 
また、様々な判例の考え方では、政務活動費に要した経費として適正

なものであり、支出の事実と支出時期について合理的な理由や事情が

あれば、近接するいずれの年度の政務活動費の充当が可能と判断して

いる。 
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（５） 解説本の中では、発生主義が原則で、現金主義も採用できるとしてい

るが、各地方議会において、発生主義、現金主義のどちらかを採用する

のは、各地方議会の判断とされているが、どちらかに限定していないケ

ースが多い。 
どちらかを原則とし、どちらかを例外にするなど、政務活動費支出項

目の内容や支払い方法等の事情により、手引やマニュアル等で規定し

ているのが議会における一般的現状である。 
 

（６） 荒川区議会においては、政務活動費運用の手引では詳細な規定はな

く、あくまでも各会派の自律的な判断によって計上していると議会事

務局では承知している。 

現状の各会派の考え方は、原則は発生主義としながらも、携帯電話料

など通信費等の年度をまたぐ契約や年間契約となっている購読料等の

例外は、現金主義を取り入れており、議会事務局としても政務活動を損

なわない柔軟な形で対応をしていると認識している。 

 

（７） 本事案に関しては、指摘の各書籍が 1 年分、１２か月払いとしている

ものであり、支払月に関してはそれまでの慣例にならって、おおむね請

求書が届く時期に、毎年１年分の支払いを実行しているものと当該会

派から聞いている。 

議会事務局としても１２か月分が、慣例的な事情に基づく購読料で、

発生主義の例外として現金主義を取り入れている類に相当するものと

考えている。 

 
第４ 監査の結果と判断 
 １ 監査の結果 
   本件請求については、合議により、次のように決定した。 
    
   請求人の主張については、理由がないものと認めこれを棄却する。 
  
２ 事実関係の確認 
（１） 政務活動費の交付根拠について 

 荒川区の政務活動費については、平成１３年３月１５日に荒川区議

会政務調査費の交付に関する条例が制定され、同年４月１日に施行さ

れた。この条例は、その後法の一部改正により、平成２５年３月１日に
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荒川区議会政務活動費の交付に関する条例と名称を改正している。 
また、平成１３年３月２６日に荒川区議会政務調査費の交付に関す

る条例施行規則も制定され、同年４月１日に施行された。この施行規則

も平成２５年３月１日に荒川区議会政務活動費の交付に関する条例施

行規則と名称を改正している。 
政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に資するための経費の

一部として、区議会における会派に対し交付されている。 
したがって、公益目的のために区以外のものに対して行う給付で、反

対給付を要しないものであり、法２３２条の２に定められた補助金と

同種の法的性格を有している。 
荒川区の補助金は、通常、荒川区補助金等交付規則（昭和６２年４月

１日荒川区規則第２７号。以下「補助金規則」という。）により交付さ

れるが、政務活動費については、補助金規則第４条の規定により、条例

及び区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則（平成１３年荒川

区規則第３号。以下「条例施行規則」という。）の定めるところに拠っ

ている。さらに、議会議長訓令として荒川区議会政務活動費の交付に関

する条例施行規程（平成１９年議会議長訓令甲第２号。以下「条例施行

規程」という。）を置いている。 
なお、条例、条例施行規則及び条例施行規程のほか、荒川区議会では、

事務処理の運用を補完するために、内規資料として政務活動費運用の

手引を定めている。 
 
（２） 政務活動費の交付方法について 

 政務活動費については、条例及び条例施行規則により、次のとおり交

付方法が定められている。 
  ア  交付対象 
     政務活動費は、区議会の会派に対して交付する。 
  イ  交付額及び交付方法 
     政務活動費は、各月１日における会派の所属議員数に月額８万円を

乗じて得た額を半年ごとに交付する。 
  ウ  会派の届出 
     議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとす

るときは、代表者、政務活動費に係る経理責任者１人を定め、会派結成

届を議長に提出しなければならない。 
  エ  会派の通知 
     議長は、会派結成届のあった会派について、毎年度当初速やかに、区
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長に通知しなければならない。 
  オ  政務活動費の交付決定 
     区長は、会派結成の通知に基づき、政務活動費の交付決定を行い、会

派の代表者に通知しなければならない。 
  カ  政務活動費の請求及び交付 
     会派の代表者は、通知を受けた後、毎半期の最初の月の当初早急に、

当該半期に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。 
     区長は、請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものと

する。 
  キ  収支報告書等の提出 
     政務活動費の交付を受けた会派の経理担当者は、政務活動費に係る

収入及び支出の報告書を作成し、政務活動費により行った活動内容を

記載した報告書及び領収書その他の証拠書類の原本を添付して、議長

に提出しなければならない。 
  ク  収支報告書等の送付 
     荒川区議会政務活動費の交付に関する条例施行規定によれば、議長

は、収支報告書、実績報告書及び領収書等の提出があったときは、これ

らの写しを区長に送付するものとする。 
 

（３） 政務活動費を充てることができる経費の範囲 
 交付を受けた政務活動費を充てることができる経費の範囲について

は、条例第９条第２項により、別表で次のとおり定められている。 
    別表（第９条関係） 

項目 内容 
研 究 研 修

費 
 会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費又

は会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会、研

修会等に参加するために要する経費（会場費、講師謝礼

金、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等をい

う。） 
会議費  会派又は会派に所属する議員が行う各種会議に要す

る経費（会場費、機材借上費、資料印刷費等をいう。） 
調査旅費  会派又は会派に所属する議員が行う活動に必要な調

査又は現地調査に要する経費（交通費、旅費、宿泊費等

をいう。） 
通 信 運 搬

費 
 会派又は会派に所属する議員が行う活動に必要な通

信・運搬に要する経費（電話料、インターネット接続料、
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ファクシミリ通信料、郵便料、運搬費等をいい、自宅の

電話の電話料を除く。） 
資 料 作 成

費 
 会派又は会派に所属する議員が行う活動に必要な資

料の作成に要する経費（印刷製本費、翻訳費、パソコン

及び関連機器その他の事務機器の購入、リース料等をい

う。） 
資 料 購 入

費 
 会派又は会派に所属する議員が行う活動に必要な図

書、資料等の購入に要する経費 
広報費  会派又は会派に所属する議員が行う活動及び区の政

策について、住民に報告し、又は周知するために要する

経費（広報紙・報告書印刷費、送料、会場費等をいう。） 
広聴費  会派又は会派に所属する議員が住民からの区政及び

会派の政策等に対する要望、意見を聴取するための会議

等に要する経費（会場費、印刷製本費等をいう。） 
 

（４） 本件請求対象となる令和元年度日本共産党荒川区議会議員団に対す

る政務活動費の交付に係る一連の手続きについて 
 令和元年５月１日日本共産党荒川区議会議員団から改選に伴い議長

不在のため、議会事務局長に会派結成届が提出された。 
 令和元年５月１日議会事務局長から区長に日本共産党荒川区議会議

員団が結成された旨の通知がされた。 
 令和元年５月１日区長から日本共産党荒川区議会議員団代表者に政

務活動費の交付決定が通知された。 
 令和元年５月１日日本共産党荒川区議会議員団代表者から区長に政

務活動費の請求があった。 
 令和元年５月１７日及び令和元年１０月１０日区長から日本共産党

荒川区議会議員団に政務活動費の交付があった。交付額は、５月１７  

日が２，４００，０００円、１０月１０日が２，８８０，０００円、合

計５，２８０，０００円であった。 
令和２年４月３０日日本共産党荒川区議会議員団から議長に政務活

動費に係る収支報告書等の届出があった。支出合計額は、５，２３８，

０６６円であった。 
令和２年５月２７日議長から区長に政務活動費収支報告書等の写し

の送付があった。 
令和２年５月２８日日本共産党荒川区議会議員団から区長に対し政

務活動費の収支差額４１，９３４円に預金利息１３円を含めた４１，９
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４７円の返還があった。 
令和２年１０月２３日日本共産党荒川区議会議員団から議長に対し

政務活動費に係る収支報告書等の修正があった。 
令和２年１０月２３日議長から区長に政務活動費収支報告書等の写

しの修正について送付があった。 
令和２年１０月２３日日本共産党荒川区議会議員団から区長に対し

修正に伴う政務活動費の収支差額７９，７８０円の返還があった。 
 

 ３ 監査対象部局の説明 
（１） 発生主義と現金主義について 

区の場合、会計年度独立の原則に拘束されるが、区議会の場合、多く

の判例でもあるように、この原則をストレートに適用しなくてもいい

のではないかと考えている。 

荒川区議会では、あくまで各会派の自律的な判断によって計上して

いると議会事務局では承知している。 

現状の各会派の考え方は、原則は発生主義としながらも、携帯電話料

など通信費等の年度をまたぐ契約や年間契約となっている購読料等の

例外は、現金主義を取り入れており、政務活動を損なわない柔軟な対応

をしていると認識している。 

 
 （２） 当該事案について 

 当該事案は、該当会派にヒアリングを行ったところ、支払い月に関し

てはそれまでの慣例にならって、おおむね請求書が届く時期に、毎年１

年分の支払いを実行しているものと当該会派から聞いている。 

議会事務局としても１２か月分が、慣例的な事情に基づく購読料で

あり、発生主義の例外として現金主義を取り入れている類に相当する

もので、違法・不当には当たらないと考えている。 

 
 ４ 判断及び理由 
   政務活動費は、地方議会の活性化を図る趣旨から、議員の調査活動の基盤

を強化する等のため、平成１２年の法改正により政務調査費として制度化

された。 
その後、平成２４年の法改正の際に一部経費の使途が拡大され、政務活動

費とされた。 
   本件請求に関連した令和元年度日本共産党荒川区議会議員団に対する政

務活動費については、交付申請から収支報告書等の提出までの一連の手続



9 
 

は、適正に行われていると認められる。 
   請求人は、令和元年度（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日）の

日本共産党荒川区議会議員団の政務活動費としての資料購入費の一部総額

６２，５９０円分が、いわゆる会計年度独立の原則に反して、当該年度中に

支出されていないものであるから、これを違法不当な公金の支出であると

いう趣旨の主張をしている。 
しかし、地方自治法、本件条例等、政務活動費の制度を規定する法令にお

いて、請求人の主張を認める根拠は見当たらず、会計年度独立の原則の適用

ないし類推適用はないとしている判例もある。 
さらに、本事案における支払の時期が、１年払いの時期であるという慣例

的な事情によるもので、発生主義の例外として現金主義を取り入れて運用を

行っているという現状を踏まえれば、本件支出が違法・不当であるとまでは

認められない。 
こうしたことから、本事案が違法不当とは認められない。 

     
   以上から、請求人の主張には理由がないものと認める。 
  
 ５ 監査委員意見 
   上述したように政務活動費は、地方議会の活性化を図る趣旨から、議員の

調査活動の基盤を強化する等のため、平成１２年の法改正により政務調査

費として制度化され、その後、平成２４年の法改正の際に一部経費の使途が

拡大され、政務活動費とされたという背景がある。つまり、地方議会の活性

化と議員の調査活動の基盤強化が担保されているものと考えられる。 
一方で、政務活動費の原資となるのは区民が納める税金であり、区議会

議員各位におかれては、その使途について十分に熟考する必要性とそのチ

ェックを行う議会事務局にあっては、議長に提出される書類を議長に代わ

って確認する場合などは、慎重、丁寧な確認行為に努める必要性があるも

のと解されることを改めて留意願いたい。 
また、政務活動費の事務処理の拠り所となる政務活動費運用の手引につ

いては令和２年２月に改訂されているが、規定されていない箇所も多いこ

となど、現状のさまざまな事例に対応できているものとは言えない。 
例えば、政務活動費における発生主義と現金主義の整理をさらに詳細に行

い、そのうえで、各種判例や先行自治体の規定を参考に、年間購読の雑誌等

であっても当該年度の４月分から３月分に区切って支出する仕組みとする

ことや、発生主義の例外の事例を列挙することなど、きめ細やかな内容の手

引となるよう、改正の検討を図られたい。  


